
のと里山海道等の交通規制について

県立看護大IC

徳田大津IC

①規制日時
１月７日（日）午前８時から
当分の間（終日規制）

②規制種別
車両通行止め

③除外車両
〇 警察・消防・救急関係の車両
〇 災害救助・復旧活動のために使用される車両
〇 物資輸送車両
〇 緊急通行車両確認証明書等の交付を受けている

車両など
④規制区間
・のと里山海道 下り線（穴水町方向）
県立看護大学ICから徳田大津ICまでの間

・主要地方道田鶴浜堀松線
徳田大津ICから大津交差点までの間（穴水町方向）

大津交差点

令和６年１月７日（日）午前８時から当分の間、「のと里山海道」から被災地への一
部区間の通行を復旧・救援物資輸送関係車両に特化するための交通規制を実施します
（下図参照）。災害復旧車両は「のと里山海道」を通行してください。一般車は被災
地への移動を控えてください。


